
離婚届（記載例）

訂正する場合は、二重線で
消して、正しい内容を書い
てください。
さらに、欄外に署名をして
ください。

届出人署名欄に押印した場
合は、訂正の二重線の上に、
署名欄の押印と同じ印で訂
正印を押してください。

修正液や修正テープは使用
しないでください。

夫妻の話し合いによる離婚

⇒調停・審判・和解・請求の認諾・判決

裁判所で成立・確定した離婚

⇒協議離婚

婚姻時に氏が変わった方は、
離婚届の際に氏をもとにもどすか、
または現在の氏のままにするかを
選ぶことができます。

※  この欄の詳しい書き方は、
 裏面をご覧ください。

未成年の子がいるときは、
親権者をどちらにするか
決めて、親権者となる方が
子の氏名をフルネームで
書いてください。

※親権を決めても子の戸籍は
　変わりません。
　子の戸籍の異動を希望する
　場合は、離婚届出後に別の
　手続きが必要です。

必ず本人が署名してください。

押印（任意）する場合、印鑑は夫妻別々の
印鑑で、シャチハタ等のスタンプ印は使用
しないでください。

ご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。
富士市役所 市民課戸籍住民担当　　電話 ０５４５－５５－２７４９

平日の昼間に連絡のとれる
電話番号を記入してください。
書類に不備があった場合、
連絡することがあります。
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①離婚届書　　②来庁する方の写真付本人確認書類（運転免許証等）　　③印鑑（押印した場合）

⑤国民健康保険資格確認書等、こども医療費受給者証、後期高齢者医療資格確認書等、

  介護保険被保険者証、マイナンバーカード・住民基本台帳カード
（開庁時間内に市民課窓口に届出をする場合で、夫・妻・同居者のうち富士市に住所がある方の分。
　同居者についても処理が必要な場合があるため、同居者の分も可能な限りお持ちください。）
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R7.10月

協議離婚　　　　　　　　　　                                 の場合、（裁判所で成立・確定ではなく夫妻の話し合いによる離婚）

証人は、成人２名の署名が必要です。

当事者以外であれば、親、兄弟、親戚、友人等どなたでも構いません。

氏名・生年月日・住所・本籍を全て、証人本人が記入してください。

婚姻中の氏のまま
（夫妻同じ氏）で
書いてください。

〇　　△　  □

０９０　 XXXX　XXXX

フ　ジ　　　　　　　　　　タ　ロ　ウ

富　士　　　　　　太　郎

静岡県富士市米之宮町

２ ８ ８

コーポ２０１号

富　士　　　　　  花　子

フ　ジ　　　　　　　　　　　ハ　ナ　コ

５ ３　　　　５　　　　５ ５ ２　　　　　２　　　　２

静岡県富士市高嶺町

６　　　　　３

静岡県富士市米之宮町 ２ ８ ８

富 士　太 郎

富士　一

富士　正子

静岡　一男

静岡　梅長 二

静岡県富士市高嶺町 ６
シズオカ　ハナコ

静岡 花子

富士 一太　　富士 二夫

静岡県富士市米之宮町 ２ ８ ８ コーポ２０１号

２ ５　　　　１ ０　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　９

富　士　　太　郎 富 士　 花 子富
士

富士花子

富
士

鷹 岡　　愛子

静岡県富士市久沢

８３６番地の１ 　MCアパート１０５号

静岡県富士市久沢

８ ３ ６　　　　　１

今 泉　　三 郎

５ ７　　　　　７　　 　　７５ １　　　　５　　　　１

静岡県富士市今泉７丁目

１２ 番 ３７ 号

静岡県富士市今泉７丁目

１２

今
泉

今
泉鷹 岡　　愛子

鷹岡愛子

④裁判所で成立・確定した離婚の場合は、調停調書・審判書等の謄本

 （審判・判決のときは確定証明書も必要）



離婚後の氏について 

 
婚姻時に氏が変わった方は、離婚届の際

に氏をもとにもどすか、または現在の氏の

ままにするかを選択することができます。 
氏をもとにもどす場合、婚姻前のもとの

戸籍にもどるか、あるいは自分だけの新し

い戸籍をつくるかについても選択するこ

とができます。 
現在の氏のままにする場合、自分だけの

戸籍を新しく作ります。ここでは、右の例

をもとにそれぞれの場合について戸籍異

動のイメージと書き方を示します。 
 

 

離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の書き方 

○A  氏をもとにもどして、もとの戸籍にもどる場合 

婚 姻 前 の 氏 に 
もどる者の本籍 

□夫 
は 

 もとの戸籍にもどる 
 妻 □新しい戸籍をつくる 

静岡県富士市富士見台６丁目１ 番地 

番 １
(よみかた) しずおか かずお 
筆頭者 
の氏名  静 岡  一 男 

婚姻する直前の戸籍にもどります。 

 

○B  氏をもとにもどして、新しい戸籍をつくる場合 

婚 姻 前 の 氏 に 
もどる者の本籍 

□夫 
は 

□もとの戸籍にもどる 
 妻  新しい戸籍をつくる 

静岡県富士市高嶺町６ 番地 

番  
(よみかた) しずおか はなこ 
筆頭者 
の氏名  静 岡  花 子 

 

○C  現在の氏のままにする場合 

婚 姻 前 の 氏 に 
もどる者の本籍 

□夫 
は 

□もとの戸籍にもどる 
□妻 □新しい戸籍をつくる 

 番地 

番  
(よみかた)  
筆頭者 
の氏名   

 この欄には何も記入しないでください。代わりに「離婚の際に称していた氏

を称する届（戸籍法７７条の２の届）」の届出を同時に行います。 
 
＜注意事項＞ 
※ 離婚届の際にもとの氏にもどしても、３ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏

を称する届（戸籍法７７条の２の届）」の届出をすれば婚姻時の氏を再び名乗る

ことができます。 
※ 「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法 77 条の 2 の届）」の届出をして

婚姻時の氏を名乗り、その後で婚姻前の氏にもどそうとする場合、家庭裁判所

の許可が必要です。 
※ 子どもの戸籍の異動を希望する場合、離婚届とは別の手続きが必要です。 

 
ご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。 
富士市役所市民課戸籍住民担当 ０５４５－５５－２７４９（直通） 

太郎 
花子 
一太 
二夫 

一男 
梅 
花子 もとの戸籍にもどる 

新しい戸籍をつくる 
花子 

○A  

○B  

氏：富士 
氏：静岡 

氏をもとにもどす場合 

氏：静岡 

太郎 

花子 

一太 

二夫 

新しい戸籍をつくる 
花子 ○C  

現在の氏のままにする

氏：富士 

氏：富士 

太
郎 

花
子 

一
太 

二
夫 

一
男 梅 

氏：富士 

氏：静岡 

例：富士花子（旧姓：静岡） 

が太郎と離婚する 


